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進学・進級時における少年の非行・犯罪被害防止

　進学・進級時期は、生活環境や交友関係の変化に伴い、深夜はいかい等の不良行為や、万引き
等の非行が増加することが危惧されます。
　非行を未然に防止するためには、何気ない子供のサインに注意することが必要です。
　例えば、
　◯身なりが派手になる
　◯言葉遣いや態度が乱暴になる
などがあり、これらサインに気付いた際は、その都度注意や助言をすることが大切です。
　また、進学・進級を機にスマートフォン等を持たせる場合は、
　◯インターネット上には、有害情報が氾濫していること
　◯ＳＮＳを通じて、子供が犯罪の被害者や加害者となる事案が多発していること
など、インターネットに潜む危険性を、親子で十分に理解しておく必要があります。
　子供を守るため、スマートフォン等にはフィルタリングを必ず設定するとともに、家庭で利用
に関するルールを決め、インターネットを安全に利用するようにしましょう。

　周防大島町体験交流型観光推進協議会では、民
泊受入家庭を募集しています。過度なおもてなし
等は、一切必要ありません。民泊を進めることで、
地域の活性化や、現代の子ども達の健全育成に繋
がればと考えております。生徒と受入家庭の心の
交流をしてみたいという皆さん、民泊を始めてみ
ませんか。
　現在、100 軒以上の方に会員としてご協力を
いただいておりますが、来年度は、前期（５～８
月）に１７校（約 2,000 名）、後期（９～１１月）
に９校（約 1,200 名）の受入れを予定しており、
受入れが連続する時期や大人数の学校を受け入れ
る際に受入家庭が不足している状況です。
　少しでも興味のある方は、お気軽にお問い合わ
せください。

※実際に受入れを行う際には、事前に説明会・研
修会などを行います。
◆問い合わせ　商工観光課 体験交流推進班
　　　　　　　☎０８２０（７９）１００３

　　民泊受入家庭を募集しています！～体験が子ども達を変える！～


